
熊本工業高等学校生徒心得
                                          熊 本工 業 高 校 生 徒 指 導 部

◎ 男 子 生 徒 に 関 す る規 定

１ 服 装 学 校 規 定 の 制 服を 正 し く 着 用 す る ｡

      科 章 （ 左 ） 、 学 年 章 （ 右 ） は 規 定 の 位 置 に つ ける 。

２ シ ャ ツ 冬 服 の 時 は 白の カ ッ タ ー シ ャ ツ を 着 用 し 、 セ ータ ー 等 は 華 美 で な

い も の （ 黒 、 紺 ） とす る 。 夏 の 開 襟 シ ャ ツ 及 び 中 間 服 の 白 のカ ッ

タ ー シ ャ ツ の 下 に 着る シ ャ ツ は 、 外 か ら 見 て 分 か ら な い 程 度の 色

と す る 。

３ ｿｯｸｽ  白 ・ 黒 ・ 紺 （踝が隠れる）の 無 地 を 着 用 す る 。

４   靴   ① 運 動 靴 に つ い て     紐 の あ る 運 動 に 適 した も の と す る 。

      ② 革 靴 に つ い て       色 は 黒 色 か 茶 色 す る 。

５ 防 寒 具 手 袋 は 華 美 でな い も の と す る 。 ネ ッ ク ウ ォ ー マー は 無 地 で 華 美 で

な い も の と す る 。 （時 期 等 に つ い て は そ の 都 度 指 示 す る ）

６ 頭 髪

  （ １ ） 頭 髪 は 熊 工 生 と し てふ さ わ し い も の に す る 。

  （ ２ ）   前 髪 はま ゆ に か か ら な い 長 さ と す る 。

  （ ３ ）   横 、 後 髪 は 刈 り 上 げ を 基 本 と し 、 作 為 的 な 髪 形 に し な い 。

  （ ４ ） パ ー マ や 染 髪 そ の 他の 加 工 は 禁 止 す る 。

  

◎ 女 子 生 徒 に 関 す る規 定

１ 服 装 学 校 規 定 の 制 服 を 正し く 着 用 す る ｡

       科 章 、 学 年 章 は 規定 の 位 置 に つ け る ｡

      女 子の ス ラ ッ ク ス も 許 可す る 。 （ 新制 服 ）

２ シ ャツ 冬 服 の 時 は 白 のカ ッ タ ー シ ャ ツ を 着 用し 、セ ー タ ー 等は Ｖ ネ ッ ク の 華

美 で な いも の （ 黒 、 紺 ） と する 。

３   ｿｯｸｽ  男 子 と同 じ

４ タ イ ツ 黒 色 と し 、 タ イ ツ 下 の 靴 下 も 黒 色 と す る 。 （ 冬 の み ）

５   靴     ① 運 動 靴 に つ いて     紐 の あ る 運 動に 適 し た も の と す る。

      ② 革 靴 に つ い て       色 は 黒 色 か茶 色 と す る 。

６ 防 寒 具 手袋 は 華 美 で な い も の と す る 。 ネ ッ ク ウ ォ ー マー は 無 地 で 華 美 で

な い も の と す る 。 （時 期 等 に つ い て は そ の 都 度 指 示 す る ）

７ 頭 髪

  （ １ ）   頭 髪 は 熊 工 生と し て ふ さ わ し い も のに す る 。

  （ ２ ）  前 髪 は ま ゆ に か から な い 長 さ と す る 。上 襟 よ り 長 い 髪（ 肩以 上 ）は 結

ぶ こ と 。

  （ ３ ）   ヘ ア ピ ン ・ ゴム ひ も は 華 美 で な い もの と す る 。

  （ ４ ） パ ー マ や 染 髪 そ の 他の 加 工 は 禁 止 する 。

  

※ 頭 服 検 査 は 、 １ 学 期 ３ 回 、 ２ 学 期 ３ 回 、 ３ 学 期 ２ 回 と す る 。



熊本工業高等学校生徒心得
                              熊 本 工 業 高 校 生 徒 指 導 部

◎ そ の 他 の 生 活 規 定

１ 欠 席 ・ 遅 刻 の 場 合 、 必 ず 早 めに 担 任 へ 連 絡 す る こ と 。

２   登 下 校（休日含む）の 服 装 は 制 服 と し 、必 ず 生 徒 証 （ 身 分 証 明 書） を 携 行

す る こ と 。 （ 公 式 戦、 遠 征 等 は 各 部 活 動 の ユ ニ フ ォ ー ム を 可と す る ）

３ 学 校 に 不 必 要 （ ト ラ ン プ 、 ゲー ム 機 等 ） な も の は 持 っ てこ な い 。

４ つ め は き ち ん と 切 り 、 ま ゆ そり 等 は し な い 。

５   着 色 リ ッ プ ク リー ム や マ ニ ュ キ ュ ア 等 の 化 粧 は し な い 。

６ ア ク セ サ リ ー （ ピ ア ス 、 ネ ック レ ス 、 ゴ ム ひ も 等 ） は 身に つ け な い 。

７ カ バ ン は 部 活 動 指 定 カ バ ン 、リ ュ ッ ク は 無 地 で 華 美 で ない も の と す る 。

８   高 校 生に ふ さ わ し く な い 施 設 、 場 所 へ は 立 ち 入 ら な い 。

   （ 市 生 連 申 し 合わ せ 事 項 に 準 ず る ）

９ 外 泊 は 一 切 し な い 。

  た だ し 、 事 前 に保 護 者 か ら の 届 出 が あ っ た 場 合 は こ の 限り で は な い 。

10 ア ル バ イ ト は 原則 と し て 禁 止 。 （ 特 別 な 事 情 が あ る 場 合は 生 徒 指 導 部 に 相

談 ）

11  携 帯 電 話 等 の 校内 持 ち 込 み は 認 め る が 使 用 禁 止 （ 電 源 ＯＦ Ｆ ） と す る 。

  ま た 、 休 日 等 も 含 め 登 下 校 時 の 使 用 を 禁 止 す る 。 （別途詳細規定あり ）

12  そ の 他 諸 願 届 は許 可 を も ら う 。

   （ 普 通 免 許 取 得 、テ レ ビ・ラ ジ オ 出 演 、雑 誌 取 材 、旅 行 、校 外 活 動 等）

※ そ の 他 「 熊 本 市高 等 学 校 校 外 生 活 に 関 す る 申 し 合 わ せ事 項 」 を 守 る こ と 。

◎ 交 通 に 関 す る 規 定

１   交 通 関 係 法 規 を守 る 。 （ 道 路 交 通 法 で自転車は軽車両の扱い にな る 。 ）

２   自 転 車 通 学 生 は必 ず 登 録 を す る 。

     （ 通 学 用 自 転 車 規 定 の 遵 守 ・ 別 途 詳 細 規 定 あ り ）

３   原 付 ・ 自 動 二 輪の 免 許 取 得 は 禁 止 と す る 。

４   自 動 車 免 許 取 得は ３ 年 生 で 進 路 が 内 定 し た 者 で 、 生 活 面、 学 習 面 で 問 題 が

無 い 場 合 等（別途詳細規定あり） に限 っ て 、 ２ 学 期 中 間 考 査終 了 後 か ら 学

校 へ の 許 可 申 請 を 行い 、 許 可 を 受 け た 後 に 入 校 を 認 め る 。

  た だ し 、 学 校 （ 学 業 ） 優 先 と し 、 授 業 ・ 学 校 行 事 ・ 登 校日 等 は 必 ず 出 席 す

る こ と 。免許が交付されたら、保護者に預け、在学中の運転をしない。

５   保 護 者 ・ 親 戚 等以 外 の 車 に は 同 乗 し な い 。



校 外 生 活 に 関 す る 申 し 合 わ せ 事 項
熊本市高等学校生活指導連盟

１ 校外生活

（ １ ） 夜 間 外 出 は 原 則 と し て 禁 止 す る 。

（ ２ ） 外 出 時 の 服 装 は 制 服 が 好 ま し い 。

   他 校 の 学 校 行 事 の 見 学 ・ 訪 問 ・ 対 外 試 合 ・ ク ラ ブ 活 動 ・ 模 試 な ど に よ る 外 出 は 必 ず 制

服 と す る 。

      ※ 外 出 時 に は 必 ず 生 徒 手 帳 （ 生 徒 証 ） を 携 行 す る 。

（ ３ ） 保 護 者 の 同 行 ま た は 学 校 の 許 可 を 受 け た も の 以 外 の 外 泊 は い っ さ い し な い 。

（ ４ ） 各 種 遊 技 場 へ の 立 ち 入 り は 学 校 で 決 め ら れ た 通 り と す る 。

      カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス ・ ゲ ー ム セ ン タ ー ・ イ ン タ ー ネ ッ ト カ フ ェ ・ パ チ ン コ 店 ・ 麻 雀 荘 ・

そ の 他 高 校 生 に ふ さ わ し く な い 施 設 、 場 所 へ は 立 ち 入 ら な い 。

（ ５ ） ア ル バ イ ト に つ い て は 、 各 学 校 で 定 め ら れ た 通 り と す る 。

      ア ル バ イ ト を 行 う 場 合 に は 、 学 校 で 発 行 す る 許 可 証 を 携 行 す る 。

（ ６ ） バ ン ド 編 成 お よ び 演 奏 会 を す る 場 合 は 学 校 の 許 可 を 得 る こ と 。

      た だ し 、 高 校 生 以 外 の 混 成 バ ン ド 編 成 は 禁 止 す る 。

（ ７ ） 交 通 法 規 ・ 交 通 マ ナ ー を 遵 守 す る 。

      無 免 許 運 転 、単 車・自 転 車 の 二 人 乗 り 、ア ー ケ ー ド 街 の 自 転 車 乗 り 入 れ 、傘 さ し 運 転 、

携 帯 電 話 を 使 用 し な が ら の 運 転 、 イ ヤ ホ ン を 装 着 し て の 運 転 、 家 族 の 自 動 車 以 外 の 相

乗 り は 絶 対 に し な い 。

      単 車 ・ 自 動 車 の 免 許 取 得 に つ い て は 、 各 学 校 で 定 め ら れ た 通 り す る 。    

   ※ 雨 天 時 の 自 転 車 乗 車 は 必 ず 雨 ガ ッ パ を 着 用 す る 。

（ ８ ） 髪 型 な ど は 高 校 生 ら し い も の と す る 。

      パ ー マ ・ リ ー ゼ ン ト ス タ イ ル ・ カ ー ル ・ 染 毛 ・ エ ク ス テ ン シ ョ ン ・ 脱 色 ・ 額 の そ り こ

み ・ ま ゆ そ り ・ 化 粧 ・ ピ ア ス ・ ネ イ ル ア ー ト 等 は し な い 。

（ ９ ）携 帯 電 話 等 の 校 内 へ の 持 ち 込 み ま た 、使 用 に つ い て は 各 学 校 の 定 め た 規 則 を 遵 守 す る 。

（ 10） 少 年 保 護 育 成 条 例 の 規 定 に よ り 有 害 が ん 具 類 等 と し て 指 定 さ れ た が ん 具 類 、 器 具 類 、

刃 物 類 の 所 持 に つ い て は 禁 止 す る 。

２ 補導・被害を受けた場合の心得

  【 補 導 】 （ １ ） 生 徒 手 帳 （ 生 徒 証 ） の 提 示 を 求 め ら れ た ら 必 ず 見 せ る 。

    （ ２ ） 学 校 名 ・ 学 年 組 氏 名 ・ 担 任 名 な ど 素 直 に 答 え る 。

     （ ３ ） 学 校 に 必 ず 届 け る 。

  【 被 害 】 （ １ ） 直 ち に 学 校 ・ 最 寄 り の 警 察 署 ・ 交 番 に 連 絡 す る 。

      （ ２ ） 相 手 の 特 徴 （ 背 の 高 さ ・ 髪 型 ・ 服 装 ・ 人 相 ・ 人 数 な ど ） を 覚 え て お く 。

      （ ３ ） 交 通 事 故 の 場 合

                相 手 の 名 前 、 住 所 、 車 種 、 車 の 色 、 ナ ン バ ー を 記 録 し て お き 、 外 傷 が な く

て も 病 院 で 診 断 を 受 け て お く 。 学 校 に も す ぐ 届 け る 。


